
吸収合併に係る事後開示書面 

（会社法第 801 条第 1 項及び会社法施行規則第 200 条に基づく開示事項） 

グロービング株式会社 



吸収合併に係る事後開示書面 

2025 年 12 月 1 日 

東京都港区南青山三丁目１番３４号 

グロービング株式会社 

代表取締役  田 中 耕 平 

 グロービング株式会社（以下、 「吸収合併存続会社」という。）及びＸ－ＡＩ．Ｌａｂｏ株

式会社 （以下、「吸収合併消滅会社」という。）は、それぞれ取締役会の決議を経て、両社間

で締結した 2025 年 10 月 20 日付吸収合併契約書に基づき、2025 年 12 月 1 日を効力発生日

とする吸収合併（以下、「本件吸収合併」という。）を行いました。よって、ここに本件吸収

合併に関する事後開示をいたします。 

 なお、本件吸収合併は完全親子会社間の無対価合併につき、吸収合併存続会社においては

会社法第 796 条第 2 項に定める簡易合併、吸収合併消滅会社においては会社法第 784 条第 1

項に定める略式合併となります。 

記 

１．本件吸収合併が効力を生じた日（会社法施行規則第 200 条第 1 号） 

2025 年（令和 7年）12 月 1 日 

２．吸収合併消滅会社における会社法第 784 条の 2､第 785 条､第 787 条､第 789 条の規定に

よる手続の経過（会社法施行規則第 200 条第 2 号） 

（１）株主の差止請求手続の経過 

吸収合併消滅会社は、当社の完全子会社であったため、反対株主の差止請求につい

て該当事項はありません。 

（２）反対株主の株式買取請求手続の経過 

吸収合併消滅会社は、当社の完全子会社であったため、反対株主の株式買取請求に

ついて該当事項はありません。 

（３）新株予約権買取請求手続の経過 

 吸収合併消滅会社は、新株予約権を発行していないため、該当事項はありません。 

（４）債権者異議手続の経過 

吸収合併消滅会社は、会社法第 789 条の規定に従い、2025 年 10 月 24 日付けの官報

により、債権者に対して本件吸収合併に対する異議申述の公告を行うとともに、知

れている債権者に対し個別の催告を行いましたが、申述期限までに異議を申し出た



債権者はありませんでした。 

３．吸収合併存続株式会社における会社法第 796 条の 2、第 797 条、第 799 条の規定による

手続の経過（会社法施行規則第 200 条第 3 号） 

（１）株主の差止請求手続の経過 

本件吸収合併は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づく簡易合併であるため、該当

事項はありません。 

（２）反対株主の株式買取請求手続の経過 

本件吸収合併は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づく簡易合併であるため、該当

事項はありません。 

（３）債権者異議手続の経過 

当社は、会社法第 799 条第 2 項及び第 3 項の規定に基づき、2025 年 10 月 24 日付の

官報及び 2025 年 10 月 27 日付の電子公告により、債権者に対して本件吸収合併に対

する異議申述の公告を行いましたが、申述期限までに異議を述べた債権者はありま

せんでした。 

４．本件吸収合併により吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権

利義務に関する事項（会社法施行規則第 200 条第 4 号） 

 吸収合併存続会社は、本件吸収合併の効力発生日である 2025 年 12 月 1 日をもって、

吸収合併消滅会社からその資産、負債その他の権利義務の一切を引き継ぎました。 

５．会社法第 782 条第 1 項の規定により吸収合併消滅株式会社が備え置いた書面又は電磁

的記録に記載又は記録された事項（会社法施行規則第 200 条第 5 号） 

別紙のとおりです。 

６．会社法第 921 条の変更の登記をした日（会社法施行規則第 200 条第 6 号） 

2025 年（令和 7 年）年 12 月 1 日（予定） 

７．前各号に掲げるもののほか、本件吸収合併に関する重要な事項（会社法施行規則第 200

条第 7 号） 

 当社は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づき、本件吸収合併契約について会社法第

795 条第 1 項に定める株主総会の承認を得ずに本件吸収合併を行いました。なお、会社法

第 796 条第 3 項の規定に基づき、本件吸収合併に反対する旨を通知した当社の株主はい

ませんでした。 

以上 



【別紙】

吸収合併に係る事前開示書面 

（吸収合併存続会社：会社法第７９４条第１項及び会社法施行規則第１９１条に基づく開示事項） 

（吸収合併消滅会社：会社法第７８２条第１項及び会社法施行規則第１８２条に基づく開示事項） 

グロービング株式会社 



吸収合併に係る事前開示書面 

2025 年 10 月 24 日 

東京都港区南青山三丁目１番３４号 

グロービング株式会社 

代表取締役  田 中 耕 平

東京都港区南青山三丁目１番３４号 

３ｒｄＭＩＮＡＭＩＡＯＹＡＭＡ１１階 

Ｘ－ＡＩ．Ｌａｂｏ株式会社 

代表取締役  中 川 和 彦 

 グロービング株式会社（以下、「吸収合併存続会社」という。）とＸ－ＡＩ．Ｌａｂｏ株

式会社（以下、「吸収合併消滅会社」という。）は、それぞれ取締役会等の決議を経て、

2025 年 10 月 20 日付で吸収合併契約を締結し、2025 年 12 月１日を効力発生日とする吸収

合併（以下、「本件吸収合併」という。）を行なうことといたしました。 

 本件吸収合併に関する事前開示事項（会社法第７９４条第１項及び会社法施行規則第１

９１条並びに会社法第７８２条第１項及び会社法施行規則第１８２条に定める事項）は、

下記のとおりです。 

記 

１．吸収合併契約の内容 

吸収合併契約の内容は、別紙１のとおりです。 

２．合併対価の相当性に関する事項 

完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付は行ないません。 

３．合併対価について参考となるべき事項 

該当事項はありません。 

４．吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項 

該当事項はありません。 



５．吸収合併存続会社の計算書類等に関する事項 

（１）最終事業年度に係る計算書類等 

 吸収合併存続会社は、有価証券報告書及び半期報告書を関東財務局に提出して

おります。最終事業年度に係る計算書類等については、金融商品取引法に基づく

有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(ＥＤＩＮＥＴ)によりご

覧いただけます。 

（２）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会

社財産の状況に重要な影響を与える事象 

 吸収合併存続会社は、2025 年 9 月 25 日付株式譲渡契約に基づき、吸収合併消

滅会社の全株式を取得いたしました。  

６．吸収合併消滅会社の計算書類等に関する事項 

（１）最終事業年度に係る計算書類等 

別紙２のとおりです。 

（２）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会

社財産の状況に重要な影響を与える事象 

該当事項はありません。 

７．債務の履行の見込みに関する事項 

 本件吸収合併効力発生日以後の吸収合併存続会社の資産の額は、債務の額を十分

に上回ることが見込まれます。また、本合併効力発生日以後も、吸収合併存続会社

の収益及びキャッシュフローの状況について、吸収合併存続会社による債務の履行

に支障を及ぼすような事象は、現在のところ予測されておりません。 

 したがって、本合併効力発生日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見

込みはあると判断しております。 

８．補足 

 本書面の記載事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項を直ちに開示いたし

ます。 

以上 



【別紙１】



貸 借 対 照 表
（2025 年 5 月 31 日現在） 

科   目 金  額 科   目 金  額 

（ 資 産 の 部 ） 千円 （ 負 債 の 部 ） 千円

流 動 資 産 735,208 流 動 負 債 213,721

  現 金 お よ び 預 金 651,079   未 払 金 109,846

  売 掛 金 84,128  未 払 費 用   1

 未 払 法 人 税 等 75,917

固 定 資 産 14,101  未 払 消 費 税 等 27,956

 繰 延 税 金 資 産 14,101

（ 純 資 産 の 部 ） 

株 主 資 本 535,588

  資 本 金 245,000

  資 本 剰 余 金 195,000

資 本 準 備 金 195,000

  利 益 剰 余 金 95,588

 そ の 他 利 益 剰 余 金 95,588

繰 越 利 益 剰 余 金 95,588

(うち当期純利益金額) 95,603

純 資 産 合 計 535,588

資 産 合 計 749,309 負 債 純 資 産 合 計 749,309

【別紙２】



損 益 計 算 書
（2024 年 6 月 1日から 2025 年 5 月 31 日まで） 

科     目 金     額 

千円

売 上 高 721,475

売 上 原 価 545,202

売 上 総 利 益 176,273

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 24,849

営   業   利   益 151,424

営 業 外 収 益 

受 取 利 息 262

雑 収 入 0 263

営 業 外 費 用 

雑 費 用 0 0

経 常 利 益 151,687

税 引 前 当 期 純 利 益 151,687

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 70,185

法 人 税 等 調 整 額 △14,101

当 期 純 利 益 95,603



株主資本等変動計算書 

（2024 年 6 月 1日から 2025 年 5 月 31 日まで） 

（単位：千円）

株主資本 純資産合計 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金
資本剰余金

合計 
利益準備金

その他利益剰余

金 
利益剰余金

合計 
繰越利益剰余金 

当期首残高 50,000 - △15 △15 49,985

事業年度中の変

動額 

新株の発行 195,000 195,000 195,000 390,000

剰余金の配当 

当期純利益 95,603 95,603 95,603

当期変動額合計 195,000 195,000 195,000 - 95,603 95,603 485,603

当期末残高 245,000 195,000 195,000 - 95,588 95,588 535,588



個別注記表 

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

１．収益及び費用の計上基準 

当社は、主としてAI-Xエンジニアリング事業をおこなっております。 

エンジニアリング事業に関する財又はサービスを顧客に提供した時点で履行義務を充足した

と考えられるため、当該時点において収益を認識しております。 



Ⅱ．株主資本等変動計算書に関する注記 

１．発行済株式の種類および株式数に関する事項 

２．配当に関する事項 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

（注） この計算書類中の記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。 

株式の種類 
当事業年度期首 

株式数㈱ 

当事業年度 

増加株式数㈱ 

当事業年度 

減少株式数㈱ 

当事業年度末 

株式数㈱ 

発行済株式 

普通株式 500 141 － 641

合計 500 141 － 641

（1）配当金支払額 

 該当ありません。 

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの

該当ありません。 




